
 議案第 32 号 

 

小城市子どもサポーター配置要綱の一部を改正する訓令    

 

 このことについて別紙のとおり提出する。 

 

  令和４年１月 27 日 

 

小城市教育委員会 教育長 大野 敬一郎      

 

 提案理由 

  申請様式の押印見直しにより規則を改正する必要がある。 

  これが、本議案を提出する理由である。 



 小城市教育委員会訓令第 号 

 

   小城市子どもサポーター配置要綱の一部を改正する訓令     

 

小城市子どもサポーター配置要綱（平成 22 年小城市教育委員会訓令

第７号）の一部を次のように改正する。  

 

 第８条第１項中「３月」を「３月末」に改め、同条第３項中「その

旨、」の次に「子どもサポーターの担当児童生徒の（変更・追加）につ

いて（申請）（様式第５号）により」を加える。  

様式第２号から様式第４号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

小城市教育委員会 教育長 様 

小城市立   学校長        

 

年度 子どもサポーター特別支援学級配置希望書 

 

※ 児童・生徒名 現（  年） 名 前（       ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※①～③の視点を入れて記入ください。 

①特別支援学級にサポーターを配置しない状態で考えられる対応計画 

②対象児童生徒の支援に対して、学校だけでは困難が予想される点 

③子どもサポーターに期待する支援の内容 



 

 

様式第３号（第７条関係）  

第      号  

年   月   日  

小城市教育委員会教育長  様  

小城市立    学校長           

  

 

子どもサポーター校外授業届出書  

 

１．対象サポーター氏名  

（                         ）  

２．対象児童生徒の学年・学級  

（                         ）  

 

３．行事・教科名等（                     ）  

 

４．実施年月日・時間  

   月   日（  ）  時  分から   月   日（  ）  時  分まで  

５．交通手段   

（                         ）  

６．場所・行程  

 

 

 

 

 

 

 

 

７．サポーターの旅費等  

 

 

 

 



様式第４号（第８条関係）  

第     号  

  年  月  日  

小城市教育委員会 教育長 様  

 

  小城市立   学校長

      

 

子どもサポーターの担当児童生徒について（届出）  

 

年度の  学校における子どもサポーターの担当児童生徒について、下記の

とおり届け出ます。  

 

記  

（       年度）  

学年・組  

（特別支援 新学級名） 

（ふりがな）  

児童生徒氏名  
担当サポーター氏名  備 考  

    

    

    

    

    

    

 



 様式第４号の次に次の１様式を加える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

第     号 

  年  月  日 

小城市教育委員会 教育長 様 

 

小城市立   学校長       

 

子どもサポーターの担当児童生徒の（変更・追加）について（申請） 

 

年度の  学校における子どもサポーターの担当児童生徒について、（変更・追加）し

たいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 児童生徒氏名、担当サポーター氏名等 

学年・組 

（特別支援 新学級名） 

（ふりがな） 

新児童生徒氏名 
担当サポーター氏名 旧児童生徒氏名 

    

    

    

    

 

２ （変更・追加）の理由 

 

 

 

 

 

 

※変更の場合は、旧児童生徒氏名を記入すること。 



   附 則 

 この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 
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